
加 賀 市 議 会 交 際 費 取 扱 要 綱 

 

平 成 17 年 11 月 9 日  

議 会 告 示   第 5 号  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  加 賀 市 議 会 交 際 費 （ 以 下 「 交 際 費 」 と い う 。） の 適 正 化 を 図 る た め 、 支 出 基

準 つ い て 定 め る 。  

（ 支 出 基 準 ）  

第 ２ 条  交 際 費 の 支 出 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 経 費 に つ い て 、 当 該 各 号 の 基 準 に 従 い 、

支 出 す る も の と す る 。  

(1) 会 費  次 に 定 め る 区 分 に お け る 金 額 と す る 。  

ア  所 属 す る 団 体 等 に お い て 年 会 費 等 と し て 要 す る 経 費  当 該 団 体 等 に お い て

定 め る 額  

イ  民 間 有 識 者 や 各 種 団 体 と の 意 見 交 換 や 情 報 収 集 を 目 的 と し て 開 催 さ れ る 会

合 等 の 飲 食 に 要 す る 経 費 で あ っ て 、参 加 者 1 名 に つ き 5,000 円 を 限 度 額 と す る 。 

ウ  団 体 等 の 懇 親 会 等 へ の 参 加 に 要 す る 経 費  

①  当 該 懇 親 会 等 に お い て 会 費 の 額 が 定 め ら れ て い る と き  当 該 会 費 の 額  

②  当 該 懇 親 会 等 に お い て 会 費 の 額 が 定 め ら れ て い な い と き  懇 親 会 等 の 目

的 、 形 式 、 場 所 等 を 考 慮 し た 金 品 と し 、 1 名 に つ き 1 万 円 を 限 度 額 と す る 。  

 (2) 激 励 金  競 技 大 会 等 の 激 励 で あ っ て 、 1 件 に つ き 1 万 円 を 限 度 と す る 。  

(3) 祝 金 、 祝 品  1 件 に つ き 1 万 円 を 限 度 額 と す る 。  

(4) 見 舞 金 （ 品 ）  公 職 者 等 へ の 病 気 見 舞 は 1 件 に つ き 1 万 円 を 限 度 額 と し 、 災

害 見 舞 い は 3 万 円 を 限 度 と す る 。  

(5) 弔 慰 金  公 職 者 等 が 死 亡 し た 場 合 の 香 典 （ 金 、 供 花 ） で あ っ て 、 1 件 に つ き  

3 万 円 を 限 度 額 と す る 。  

(6)  そ の 他  餞 別 、 賛 助 ・ 協 賛 金 、 贈 答 品 等 の 購 入 に 要 す る 経 費 又 は 現 金 で あ っ

て 、 1 件 に つ き 3 万 円 を 限 度 額 と す る 。  

(7)  前 ６ 号 に 掲 げ る 経 費 の 支 出 の 際 に 必 要 と な る 経 費  郵 便 料 、 手 数 料 、 使 用 料

等  

２  前 項 各 号 に 定 め る も の 以 外 へ の 支 出 及 び 限 度 額 を 超 え る 支 出 を 必 要 と す る 場 合

は 、 支 出 の 目 的 、相 手 方 、内 容 等 を 勘 案 し 、社 会 通 念 上 妥 当 と 認 め ら れ る 範 囲 内 に

お い て 決 定 す る 。  

（ 見 直 し ）  

第 ３ 条  交 際 費 の 支 出 基 準 に つ い て は 、社 会 経 済 情 勢 に 配 慮 し 、適 宜 見 直 す も の と す

る 。  



（ 補 則 ）  

第 ４ 条  こ の 要 綱 に 定 め の な い 事 項 に つ い て は 、 別 に 定 め る 。  

   附  則  

 こ の 告 示 は 、 公 表 の 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 告 示 は 、 公 表 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 

  


